
消防非常備市町村における役場救急 （概要） 

平成２７年４月１日現在、常備化されていない３１町村の全てにおいて、何らかの救急搬送が行われ

ている。（なお、３１町村のうち２１町村が離島となっている） 

役場救急の対応状況 （平成27年5月26日現在聞き取り） 

　

（平成27年6月1日以降）　　　　

　

　搬送時の運転業務
　救急救命業務

1町

役場職員のみで対応 １７町村

消防団員・住民の協力のみ １町

役場職員と医師・看護師で対応 ６村

【開庁時】

役場職員と医師・看護師で対応（2地区）

役場職員と救命士で対応（1地区）

【閉庁時】

警備会社職員と医師・看護師で対応（2地区）

警備会社職員と救命士で対応 （1地区）

タクシー会社へ２４時間委託

２４時間輪番制

消防団員で対応、地域住民を臨時職員として雇用

役場職員が運転する救急車が医師や看護師を医

療機関へ迎えに行き同乗して現場へ

委託等

あり

３町村

役場救急等

（非常備）

３１町村

委託なし

２８町村

一部

民間委託

２町村

近隣市町村

からの応援

１村

搬送時の運転業務 １村

役場職員・消防団員・住民の協力 ４村 役場職員と消防団員で対応、

地域住民を臨時職員として雇用

資料３ 
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消防非常備市町村における役場救急 （概要） 

 実施体制 

役場職員 ４名 

ストレッチャー積載型１BOX車両 １台 

役場の職員が島内診療所まで傷病者を搬送する。 

重症で本土への搬送が必要な場合、消防ヘリ等で

本土の救命救急センター等に搬送している。 

 救急搬送件数 

年間で３～４件程度 

 実施体制 

役場職員  １８名（うち５名は救急隊員研修修了者） 

高規格救急車 １台 

１１９通報は役場に転送され、役場の職員が２４時

間体制のシフトを組み、傷病者の搬送を行っている。

搬送先は近隣市町村の救急医療センター等。 

 救急搬送件数 

２４件（平成２６年中） 

人口     ３４１ 人 

面積    ４．１２ ㎢ 

東京から南に約140km

に位置する、断崖絶壁

に囲まれた離島である。 

人口    ４８６ 人 

面積  ４８．２１ ㎢ 

紀伊半島の中央部に

位置し、村の面積の

97％は山林である。 

 例１．東京都 利島村  例２．和歌山県 北山村 

非常備市町村においては、市町村の行政サービスとして、いわゆる「役場救急」が行われている。 

 ※ 平成２８年４月１日に広域化し、常備消防となる予定。 2



消防常備市町村（離島・山間地）における救急業務 （例） 
常備化されていても離島に出張所等がない場合、役場職員等による救急が行われている。また、一

部の山間部においては、駐在所等の消防吏員と消防団員が連携して救急対応している地域がある。 

 実施体制 

役場職員や島内に常駐する看護師が対応している。

臨時のフェリーにて本土の港まで搬送、消防本部の

救急隊に引き継ぐ。 

日中は、ドクターヘリや県の消防防災ヘリで搬送す

ることもある。 

 救急搬送件数 

７件 （平成２４年中） 

 実施体制 

消防吏員   １名 

ポンプ車 １台、 バン型の器材搬送車 １台 

花背地区に消防吏員が駐在しており、消防吏員１名

と消防団員２名がストレッチャーを積載した器材搬送

車で搬送し、救急隊に引き継ぐ。 

 救急搬送件数 

６２件 （平成２６年中） 

 

人口      ３６６ 人 

面積    ９．８６㎢ 

東海岸は平坦な海岸線、

西海岸は奇岩が立ち並

ぶ断崖である。 

人口     ４８８ 人 

面積   ９９．７４ ㎢ 

市街地の本署等から出

動すると、峠越えなど

で相当の時間がかかる。 

 例３．新潟県 粟島浦村  例４．京都府 花背・久多・広河原地域 
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救急救命処置（救急救命士）

一般人でも可能

応急処置（救急隊員）

常備消防と「役場救急」で行うことができる処置範囲の違い

医師の具体的指示が
必要 （特定行為）

省令で定める救急救命処置

「役場救急」で
実施可能な応急手当

※役場救急であっても、救急救命士が担うことによって、ＭＣ体制を整備した上で救急救命処置を行うことができる。 4
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